
特別徴収税額通知の電子データ（特別徴収義務者用）の受入方法 

 

特別徴収義務者（給与支払者）用の税額通知の電子データがある場合、以下の操作を行うことで住民税

額を社員マスターに反映することができます。 

※操作を行う前に必ずバックアップを実行してください。 

 

【操作】 

① 「前準備」－「支給日の登録」を起動し、支給日コードを選択して［その他］タブを開きます。 

 

② ［住民税６月分］に、「６月分の住民税額を徴収する給与支給回」が正しく設定されているかを確認

します。 

 

 

③ 「社員」－「特別徴収」－「特別徴収税額通知受入」を起動します。 

 

④ ［フォルダの指定］にて、特別徴収税額通知の電子データ（特別徴収義務者用）を格納しているフォ

ルダを指定します。 

 

⑤ ［受入先］として、［６月分・７月分以降］か［１～５月分］を選択し、［実行］をクリックします。 

 

④ 

⑤ 



⑥ 以下のメッセージが表示されますので、［はい］を選択します。 

 

 

⑦ 「受入先社員の確認」画面が起動しますので、［受入元社員］と［受入先社員］を確認します。 

※受入元（電子データ）と受入先（社員マスター）を比較し、社員コードと氏名の両方が一致する

社員が見つからない場合、［コード一致］ボタン・［氏名一致］ボタン・手動のいずれかで、受入先

社員を指定することができます。受入先として正しい社員を指定してください。 

 

 

⑧ 住民税額の受入を行う社員にチェックが付いていることを確認し、［受入開始］をクリックします。 

 

⑨ 「受入結果の確認」画面が起動しますので、［受入済］タブと［未受入］タブでデータの受入結果を

確認します。 

 



⑩ 「社員」－「社員登録」－「社員情報の登録」を起動し、データの受入を行った社員を選択します。 

 

⑪ ［住民税］タブを開き、受入先の支給回に住民税額が反映されていることを確認します。 

    

       ［住民税入力方法］が［通常入力］の場合 

 

 

       ［住民税入力方法］が［詳細入力］の場合 

 

 

※［住民税］タブの［住民税入力方法］が［通常入力］の社員については、「特別徴収税額通知受入」を

実行することで［詳細入力］に変更されることがあります。 

（2024年のような定額減税制度が施行されたり、従業員が期限後に確定申告を行ったりして、「7月分以

降」の住民税が同額ではない場合） 

  



【注意】 

各市区町村から特別徴収税額通知の電子データを受け取るには、地方税の電子申告を行う際に受取方法

として［電子データ］を指定しておく必要があります。 

 

 

【参考】 

翌年 1～5 月分の住民税額につきましては、年末調整後に「ファイル」－「年次更新」を実行して翌年

データを作成することで、自動的に反映されます。 


